
新たに課税される区域
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市
で
は
、
都
市
の
健
全
な
発
展

と
秩
序
あ
る
ま
ち
づ
く
り
の
た
め

の
、
都
市
計
画
事
業
に
要
す
る
費

用
に
充
て
る
た
め
、
本
庄
地
域
の

市
街
化
区
域
に
都
市
計
画
税
を
課

税
し
て
い
ま
す
。

　
一
方
、
児
玉
地
域
で
は
、
合
併

以
前
か
ら
都
市
計
画
区
域
が
設
定

さ
れ
、
都
市
計
画
決
定
か
ら
約
40

年
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
、
都
市
計

画
事
業
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、

都
市
計
画
税
は
課
税
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。

　
こ
の
た
め
、
合
併
に
際
し
、
新

本
庄
市
の
一
体
的
な
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
る
た
め
、
児
玉
地
域
に
も

都
市
計
画
税
を
導
入
す
る
こ
と
に

つ
い
て
協
議
が
な
さ
れ
て
い
ま
し

た
。

　
合
併
か
ら
５
年
が
経
過
し
、
児

玉
地
域
に
お
い
て
も
、
着
実
に
市

街
地
整
備
が
進
み
、
新
市
の
統
一

的
な
ま
ち
づ
く
り
が
行
わ
れ
て
い

る
た
め
、
本
年
９
月
議
会
に
お
い

て
「
本
庄
市
都
市
計
画
税
条
例
」

の
改
正
を
行
い
、
平
成
24
年
度
か

ら
、
児
玉
地
域
の
用
途
地
域
内
に

土
地
、
家
屋
を
お
持
ち
の
人
に
も
、

都
市
計
画
税
を
負
担
し
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
今
後
の
都
市
計
画
事
業
を
計
画

的
・
継
続
的
に
進
め
る
た
め
の
主

要
な
財
源
と
し
て
活
用
す
る
と
と

も
に
、
新
市
の
一
体
性
の
確
立
と

税
の
公
平
性
の
確
保
の
た
め
、
市

民
の
み
な
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
児
玉
地
域
の
都
市
計
画
区
域
の

う
ち
用
途
地
域
が
対
象
に
な
り
ま

す
。
今
後
も
、
こ
の
用
途
地
域
を

中
心
に
計
画
的
に
市
街
地
整
備
を

進
め
て
い
く
た
め
で
す
。

　
た
だ
し
、
工
業
専
用
地
域
（
児

玉
工
業
団
地
）
は
、
埼
玉
県
企
業

局
が
造
成
、
整
備
し
た
地
域
で
、

都
市
計
画
事
業
に
よ
る
も
の
で
は

な
い
た
め
、
課
税
区
域
か
ら
除
外

し
ま
す
。

都
市
基
盤
の
整
備
を
進
め
る
た
め
に

　
〜
平
成
24
年
度
か
ら
都
市
計
画
税
を
児
玉
地
域
の
市
街
地
へ
導
入
〜

新
た
に
課
税
さ
れ
る

　
　
　
　
　
区
域
は
？

本庄市全体図

⇩既導入区域

⇧新規導入区域

JR高崎線

JR八高線

JR上越新幹線

関越自動車道



１　住宅用地

　　土地350㎡　地目：宅地　評価額630万円
　　家屋180㎡　居宅（木造２階建）　評価額：700万円
　　・都市計画税
　　　（土課300万円＋家課700万円）×0.3%＝30,000円
　　・固定資産税
　　　（土課150万円＋家課700万円）×1.4%＝119,000円

２　工場・店舗等（商業地等）

　　土地500㎡　地目：宅地　評価額1,000万円
　　家屋300㎡　工場（鉄骨造）　評価額800万円
　　・都市計画税
　　（土課700万円＋家課800万円）×0.3%＝45,000円
　　・固定資産税
　　（土課700万円＋家課800万円）×1.4%＝210,000円

３　農地

　　土地2,900㎡　地目：畑　評価額175千円
　　・都市計画税
　　　　土課175千円×0.3%＝  500円（百円未満切捨て）
　　・固定資産税
　　　　土課175千円×1.4%＝2,400円（百円未満切捨て）

※税率は0.3％を用いて税額を計算しています。
※土地課税標準額は、軽減措置・負担調整措置が適用されるた
め評価額と異なる場合があります。
※家屋課税標準額は、原則評価額と同じになります。
※上記はモデルケースであり、実際の税額は家屋の建築年など
によって異なります。
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都
市
計
画
事
業
や
土
地
区
画
整

理
事
業
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を

負
担
し
て
い
た
だ
く
た
め
の
目
的

税
で
す
。

①
納
め
る
人
（
納
税
義
務
者
）

　
左
記
②
の
課
税
の
対
象
と
な
る

資
産
（
土
地
・
家
屋
）
を
所
有
し

て
い
る
人
で
す
。

②
課
税
の
対
象
と
な
る
資
産

　
本
庄
地
域
の
市
街
化
区
域
内
及

び
児
玉
地
域
の
用
途
地
域
内
（
工

業
専
用
地
域
を
除
く
）
に
所
在
す

る
土
地
と
家
屋
で
す
。

　
な
お
、
償
却
資
産
は
課
税
の
対

象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

③
税
率

　
税
率
は
０
・
３
％
で
す
。

※
た
だ
し
、
新
た
に
課
税
区
域
と

な
る
児
玉
地
域
に
つ
い
て
は
、
納

税
義
務
者
の
急
激
な
負
担
増
を
緩

和
す
る
た
め
に
、
左
記
の
税
率
に

な
り
ま
す
。

・
平
成
24
年
度　
　
　
０
・
１
％

・
平
成
25
年
度　
　
　
０
・
２
％

・
平
成
26
年
度
以
降　
０
・
３
％

④
税
額
の
計
算
方
法

　
税
額
＝
課
税
標
準
額
×
税
率

⑤
課
税
標
準
額

　

固
定
資
産
税
と
同
じ
く
、
土

地
・
家
屋
の
価
格
（
評
価
額
）
が

課
税
標
準
額
と
な
り
ま
す
。

　
土
地
に
つ
い
て
は
、
固
定
資
産

税
と
同
じ
よ
う
に
、
住
宅
用
地
に

対
し
て
は
負
担
軽
減
を
図
る
た
め

に
、
そ
の
面
積
の
広
さ
に
よ
っ
て

軽
減
措
置
が
あ
り
ま
す
。

・
小
規
模
住
宅
用
地
（
２
０
０
㎡

　
以
下
の
住
宅
用
地
）
の
課
税
標

　
準
額
…
価
格
の
１
／
３
（
固
定

　
資
産
税
は
１
／
６
）

・
一
般
住
宅
用
地
（
２
０
０
㎡
を

　
超
え
る
部
分
の
住
宅
用
地
）
の

　
課
税
標
準
額
…
価
格
の
２
／
３

　
（
固
定
資
産
税
は
１
／
３
）

※
家
屋
に
つ
い
て
の
軽
減
措
置
は

あ
り
ま
せ
ん
。

⑥
納
税
の
方
法

　
固
定
資
産
税
と
合
わ
せ
て
納
税

を
お
願
い
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

納
期
は
固
定
資
産
税
と
同
じ
４
期

で
、
５
月
・
７
月
・
12
月
・
翌
年

２
月
で
す
。

　
都
市
計
画
施
設
の
整
備
に
関
す

る
事
業
（
道
路
・
公
園
・
下
水
道

等
）
及
び
市
街
地
開
発
事
業
（
土

地
区
画
整
理
事
業
等
）
で
す
。
こ

れ
ら
の
事
業
は
主
に
、
市
街
化
区

域
、
用
途
地
域
内
を
整
備
す
る
た

め
に
行
わ
れ
ま
す
。

　
児
玉
地
域
で
は
、
都
市
計
画
道

路
「
環
状
１
号
線
」
、
下
水
道
事

業
、
児
玉
南
土
地
区
画
整
理
事
業

等
の
事
業
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

問
い
合
わ
せ
先

○
導
入
の
経
緯
に
関
す
る
こ
と

　
企
画
課
☎
�
１
１
５
７

○
税
に
関
す
る
こ
と

　
課
税
課
☎
�
１
１
２
１

○
都
市
計
画
事
業
に
関
す
る
こ
と

　
都
市
計
画
課
☎
�
１
１
３
６

都
市
計
画
税
と
は

都
市
計
画
事
業
と
は

都市計画税の課税モデルケース
土課：土地課税標準額
家課：家屋課税標準額

▲公共下水道工事

▲都市計画道路

▲児玉南土地区画
整理事業地内




